
   瑞穂町弔慰基準  

 

平成２２年１１月９日  

訓令第   ２０    号  

 

 瑞穂町弔慰基準（平成１９年訓令第１８号）の一部を改正する。  

 

 （趣旨）  

第１条  この基準は、瑞穂町名誉町民条例（平成２２年条例第１

号）に基づく名誉町民、住民並びに特別職（非常勤の者を含む。）

及び一般職の職員（以下「職員等」という。）の弔慰について定

めるものとする。    

（基準）  

第２条  名誉町民に対する弔慰は、次の表のとおり行うものとす

る。  

                        （ 単 位 ： 円 ）  

職 名  弔 慰 金  供 花 料  供 物 料  摘 要  

日 本 国 籍 の あ る 者  10,000 5,000 5,000  

外 国 籍 の 者  町 長 が 別 に 定 め る。   

２  住民に対する弔慰は、次の表のとおり行うものとする。  

（ 単 位 ： 円 ）  

要 件  弔 慰 金  供 花 料  摘 要  

100 歳 以 上 の 住 民  5,000 5,000  

前 に 瑞 穂 町 町 内 会

連 合 会 会 長 を 務 め

た 住 民  

5,000 5,000 

 

 備 考  

 １  上 表 に お け る 「 住 民 」 と は 、 死 亡 時 に 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第

８ １ 号 ） に 基 づ き町の 住 民 基 本 台 帳 に記録 さ れ て い た 者 をいう 。  

 ２  １ ０ ０ 歳 以上の 者 で 、入 所 、入 院等（ 以 下「 入 所 等 」と い う 。）を し て い る

施 設 に お い て 死 亡 し た も の に つ い て は 、 そ の 者 が 入 所 等 を す る 直 前 に 有 し て

い た 住 所 が 町 の 区域内 に あ っ た 者 に 限る。  



３  職員等に対する弔慰は、次の表のとおり行うものとする。      

 

(1)現 職 の 職 員 等及 びそ の 親 族 が 死 亡 したと き 。              （ 単 位 ： 円 ）  

職 名  
本  人  

一 親 等 以 内  

の 同 居 親 族  

弔 慰 金  供 花 料  供 物 料  弔 慰 金  供 花 料  

特

別
職 

         

町 長  70,000 15,000 10,000 10,000 10,000 

議 長  50,000 15,000 5,000 10,000 10,000 

議 員（ 議 長 の職 に あ る者  

を 除 く 。）  

30,000 15,000 5,000 5,000 5,000 

副 町 長  30,000 15,000 5,000 5,000 5,000 

教 育 長  30,000 10,000 5,000 5,000 5,000 

各 執 行 機 関 の 委 員  

（ 監 査 委 員 並 び に 教 育

委 員 会 、農 業 委 員 会 、選

挙 管 理 委 員 会 及 び 固 定

資 産 評 価 審 査 委 員 会 の

委 員 を い う 。以 下 同 じ。） 

10,000 5,000 ―  5,000 5,000 

町 条 例 等 に よ り 設 置 さ

れ る 委 員 会 委 員  
別 表 に よ る 。  

一

般
職 

部 長（ 局 長 を 含 む 。）、参

事 、課 長（ 館 長 を 含 む 。）、

主 幹  

30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

係 長 、 主 査  20,000 5,000 ―  5,000 5,000 

主 任 、 主 事  15,000 5,000 ―  5,000 5,000 

備 考  

 １  町 長 、 議 長 、 議 員 、 副 町 長 、 教 育 長 及 び 一 般 職 の 職 員 の 一 親 等 以 内 の 親 族

は 、 上 表 の 「 一 親等以 内 の 同 居 親 族 」とみ な す 。  

２  ２ 以 上 の 職 を 兼 ね る 場 合 に は 、 そ の 者 が 主 と し て 就 い て い る 職 の い ず れ か

一 つ を 基 準 と す る。  

(２ )前 に 公 職 で あった 職 員 等 が 死 亡 したと き 。           （ 単位：円 ） 

職 名  弔 慰 金  供 花 料  供 物 料  摘 要  



町 長  20,000 10,000 5,000 

配 偶 者 に つ い

て は 、 弔 慰 金

10,000 円  

議 長  10,000 10,000 ―   

議 員  10,000 5,000 ―   

助 役 又 は 副 町 長  10,000 10,000 ―   

収 入 役  10,000 10,000 ―   

教 育 長  10,000 5,000 ―   

各 執 行 機 関 の 委 員（ 平成

３ ０ 年 ４ 月 １ ４ 日 以 前

に 教 育 長 の 職 に あ っ た

者 を 除 く 。） 又 は 消 防 団

長  

5,000 5,000 ―  

 

功 労 表 彰 受 賞 者  5,000 5,000 ―   

一 般 職 の 職 員（ 平 成 ３０

年 ４ 月 １ ４ 日 以 前 に 教

育 長 の 職 に あ っ た 者 を

除 く 。）  

5,000 5,000 ―  

 

 

備 考  

 １  ２ 以 上 の 職 を 兼 ね 、 又 は 兼 ね て い た こ と が あ る 場 合 に は 、 そ の 者 が 主 と し

て 就 い て い た 職 のいず れ か 一 つ を 基 準とす る 。  

２  一 般 職 の 職 員につ い て は 、功 労 表 彰受 賞 者 又 は 勤 続 ２０年 以 上 の 者 と す る。 

 ３  こ の 基 準 により 難 い 場 合 は そ の都度 、 町 長 が 定 め る。  

 

   附  則  

 この訓令は、平成２２年１１月１０日から施行する。  

   附  則（平成２４年１１月１９日訓令第１３号）  

 この訓令は、発令の日から施行する。  

   附  則（平成２７年３月３１日訓令第４号）  

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。  

   附  則（平成３０年３月２３日訓令第７号）  



 この訓令は、平成３０年４月１５日から施行する。ただし、第

２条第３項第１号の表一般職の部部長（局長を含む。）、課長（館

長を含む。）、主幹の項の改正規定は、同月１日から施行する。  

 


